
 

 

令和５年度山梨県併設ショートステイ特養転換候補者募集要項 

 

１ 目的 

  この要項は、健康長寿やまなしプラン（令和３年度～令和 5年度）において介護待機者ゼロ社会の

実現に向けた施設整備として推進することとしている併設ショートステイの特別養護老人ホームへの

転換を行うにあたり、事業者選定の公正性を確保するとともに、より優れた介護サービスを安定的に

提供することができるよう、選定に先立って広く転換希望者を募集し、特別養護老人ホームへの転換

候補者（以下「転換候補者」という。）を選定しようとするものです。 

２ 募集の概要 

 (1) 対象施設 

・広域型特別養護老人ホームに併設する既存のショートステイ 

 (2) 募集整備数 

 令和５年度 

中北圏域 ２４床 

峡東圏域  ８床 

峡南圏域  ６床 

富士・東部圏域  ５床 

計 ４３床 
 
 

 (3) 要 件 

① 広域型の特別養護老人ホームに併設するショートステイであること。 

② 本体の特別養護老人ホームに入所申込者がいること。 

③ 併設するショートステイの過去 1年間の平均稼働率（※）が低い（概ね７０％以下）こと。 

※ この場合の稼働率は、３０日以上の利用者を除いたものとする。 

④ 転換後に確実に特別養護老人ホームの設備・運営基準等に合致すること。 

⑤ ユニット型施設については、ユニット単位、従来型（多床室）施設については、居室単位の転換で 

あること。  

 a 従来型ショートステイを転換する場合で、本体特養が従来型である場合は、居室単位の転換である

こと。  

b 従来型ショートステイを転換する場合で、本体特養がユニット型である場合は、転換する部分をユニ

ット型に改修すること、かつ、改修した後のユニット単位の転換であること。 

c ユニット型のショートステイを転換する場合は、本体特養がユニット型であること、かつ、ユニット単

位の転換であること。 

⑥ 既存のショートステイの利用者に影響を及ぼさない配慮がされていること。 



 

 

※ 特養転換を行ってもショートステイのニーズに対応することができるような体制を確保しているこ

と。 

      ※ 転換する床数（以上も可）については、空床型のショートステイの指定を受けること。 

⑦  転換可能な床数の上限は、併設ショートステイ床の概ね５０％程度とする。 

転換にあたり、ショートステイの新設・増床は行わないこと。 

⑧  応募時にショートステイ開設後３年以上経過した施設を転換する計画であること。 

⑨  特別養護老人ホームへの転換によるショートステイの定員減について所在市町村からの同意が 

あること。 

※ 市町村介護保険事業計画における介護サービス利用見込量等にも反映されていること。 

 

３ 応募の資格要件 

(1) 応募できる者は法人とする。 

(2) 応募者及び法人の役員等は介護保険法（以下「法」という。）第７０条第２項第二号から第十一 

号に規定する指定除外要件に該当していない者であること。 

  (3) 法人及びその代表者は、国、県及び市町村税について、滞納していないこと。 

  (4) 法人の役員等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

  

４ 提出書類等 

  応募者は、「提出書類一覧表」に記載した書類を提出してください。書類への記載は、様式の項目

の全てに記載してください（該当しない箇所は「該当なし」等を記載すること。）。 

(1)  書類提出に関する事項 

① 受付締め切り後の提出内容の変更等は認めませんが、本県が必要と判断した場合に、書類の追 

加、補正を求めることがあります。 

② 介護保険法、老人福祉法等の関係法令を遵守するとともに、法令等に規制がある場合は、関係 

 機関と十分協議を行うようにしてください。 

③ 応募に要した費用については、応募者の負担とします。 

④ 提出された書類は返却いたしません。 

⑤ 応募受付後辞退する場合は、速やかに辞退届出書（任意様式）を提出してください。 
 

(2) 質問・相談等について 

① 応募全般に関する質問は、「ショートステイ特養転換に係る質問票」により、メールまたはＦＡ

Ｘで提出してください。電話や口頭での質問は受け付けません。 

※ メールアドレス又はファックス番号は「６ 提出先等」のとおりです。 

※ メールで質問する場合は表題を「ショートステイ特養転換質問票（重要）」としてくださ

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/70zyou2.html


 

 

い。 

② 質問内容は簡潔かつ明確に記載してください。 

③ 応募者は、介護保険法及び関係基準を理解したうえでの応募を前提としているので、指定基準 

等法令で確認できる内容、例えば、「介護老人福祉施設の指定基準を教えてほしい」、「介護職員

の配置はこれでいいか」などの質問は受け付けません。ただし、指定基準の解釈上の疑義につい

てはこの限りではありません。 

④ 応募者に関する情報等の質問は受け付けません。 

⑤ 受付期間終了後の質問は受け付けません。 

⑥ 質問の中で応募者に周知する必要性がある場合は、その回答等を山梨県健康長寿推進課ホーム 

ページで公表します。 

５ 提出書類の受付期間 

受 付 期 間 

受 付 時 間 

令和５年６月１４日（水）～ ７ 月１３ 日（木）※土・日・祝日除く 

８時４５分 ～１７時１５分   ※１２時～１３時を除く 

 

６ 提出先等 

 摘   要 

提 出 先 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県福祉保健部健康長寿推進課介護基盤整備担当（山梨県庁本館 5階） 

電話：０５５-２２３-１４５１ FAX：０５５-２２３-１４６９ 

メールアドレス： chouju@pref.yamanashi.lg.jp  

提 出 部 数 

及び 

作 成 方 法 

正本１部、副本７部 

 副本はコピー可。ただし、原本がカラーの場合は、副本もカラーとすること。

（代表者（法人登記）印部分は除く。） 

 Ａ４版で作成し、フラットファイルに綴じること。 

 図面はＡ３版で作成して、たたんで綴じること。 

 正本は目次とインデックスをつけることとし、インデックスは書類に直接貼

付せず、白紙にインデックスを貼付して綴じること。 

提 出 方 法 事前に電話予約のうえ、当課へ持参のこと。（郵送等は不可。） 

 

 

７ 選定について 

(1) 選定方法 

① 適合審査 

応募書類により、資格要件、設備基準等について、別紙「審査基準」の「適合判定基準」により 
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適合審査を行います。「２ 募集の概要（３）要件」、「３ 応募の資格要件」に違反している場合、

「適合判定基準」を満たさない場合は、選定対象外とします。 

 

② 内容審査 

応募書類により選定委員会において採点を行い、得点が最も高い応募事業者を転換候補者とし 

て選定します。 

なお、施設の独自の施設整備や運営内容等アピールしたい事項があれば、応募書類の中で積極的 

に示すよう努めてください。 

(2) 選定結果 

審査を行った全ての事業者に選定結果を通知します。また、転換候補者名のみを山梨県ホームペ 

ージで公表します。 

(3) その他の留意事項 

① 転換候補者に選定されても、転換手続において基準に該当しない場合は、転換は行うことはでき

ません。 

② 選定状況に関する照会は一切応じられません。 

③ 転換に係る山梨県からの補助金の交付はありません。 

④ ショートステイ整備時に補助金を活用している場合は、別途、事業開始の２～３ヶ月前に財産処

分の手続きが必要となります。 

⑤ 特別養護老人ホーム転換の申請手続きは原則として事業開始の１ヶ月前までに行うようにして

ください。 

 

 

８ 候補者選定のスケジュール（予定） 

 
９ 選定後の手続き 

(1) 選定された転換候補者は、速やかに各担当と協議に入り、事業開始に向けて必要な指導を受け

てください。 

老人福祉法関係：健康長寿推進課 介護基盤整備担当  

介護保険法関係：健康長寿推進課 介護サービス振興担当 

主な内容 日程 

募集要項発表 令和 ５年 ５月２２日 

公募に係る質問受付期間 令和 ５年 ５月２２日 ～ ６月６日 

公募に係る質問回答期限 令和 ５年 ６月１３日 

応募書類の受付期間 令和 ５年 ６月１４日 ～ ７月１３日 

審査・選定・通知・公表 令和 ５年 ９月  

 



 

 

(2) 財産処分の手続きが必要な場合は、併せて介護基盤整備担当に御相談ください。 

 

10 選定の取消 

 (1) 転換候補者が、虚偽その他不正な手段により選定を受けた場合は、その選定を無効とします。 
 

 (2) 転換候補者が、介護保険法、老人福祉法、等の関係法令を遵守することなく手続きを行う場合は、

その決定を取り消すことがあります。 
 

(3) 選定後、下記の事業計画に変更が生じた場合は、その決定を取り消すことがあります。 

① 応募法人に重大な変更が生じたとき 

② 定員の変更 

③ 施設計画に重大な変更が生じたとき 

④ 必要な資金調達が明らかに困難になったと認められるとき 

⑤ その他、施設の運営に支障をきたすと認められるとき 
 

 (4) 事業開始日に大幅な遅延が生じた場合、あるいは転換に係る申請書等が原則として事業開始日の

１ヶ月前までに提出されなかった場合（県がやむを得ないものと認めた場合を除く。）、その決定

を取り消すことがあります。 
 

 (5) (1)～(4)までの決定を取り消した場合、要した費用の弁済及び損害賠償を県に求めることはでき

ません。 


